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１２．認定基準に適合していることの説明 
 

基 準 項  目 説 明 

第 1号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 中心市街地での暮らしたいまち・働きたいまちの

実現と訪れたくなるきっかけづくり・滞在したく

なる仕組みづくりを目指し、暮らすにも働くにも

「ぼっちり」なまちとおまちのさらなる魅力向上

と賑わいの回復を目標とすることを記載してい

る。 

【１．[６]中心市街地活性化に関する基本的な方

針】及び【３．[１]中心市街地の活性化の目標】

参照 

認定の手続 本基本計画の内容は、中心市街地の関係者が参画

した「第三期高知市中心市街地活性化基本計画策

定検討委員会」で検討し、「高知市中心市街地活性

化協議会」の意見を頂いていることを記載してい

る。 

【９．[２]中心市街地活性化協議会に関する事

項】及び【９．[３]基本計画に基づく事業及び措

置の一体的推進】参照 

中心市街地の位置及び区域に関

する基本的な事項 

中心市街地の位置及び区域は、中心市街地の各要

件を満たしていることを記載している。【２．[３]

中心市街地の要件に適合していることの説明】参

照 

４から８までの事業及び措置の

総合的かつ一体的推進に関する

基本的な事項 

庁内の推進体制や中心市街地活性化協議会との関

係、中心市街地活性化関係主体等による勉強会と

連携し、計画づくりに取り組んでいることを記載

している。 

【９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合

的かつ一体的推進に関する事項】参照 

 

中心市街地における都市機能の

集積の促進を図るための措置に

関する基本的な事項 

中心市街地の位置する都心ゾーンで、中心核とし

てさまざまな機能を充実させるとともに、準工業

地域における大規模集客施設の立地制限に取り組

んでいることを記載している。 

【１０．中心市街地における都市機能の集積の促

進を図るための措置に関する事項】参照 

 

その他中心市街地の活性化に関

する重要な事項 

高知広域都市計画区域マスタープラン、高知県景

観ガイドライン、高知市総合計画、高知市都市計

画マスタープランなどと整合を図った計画である

ことを記載している。 

【１１．その他中心市街地の活性化のための必要

な事項】参照 
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基 準 項  目 説 明 

第 2号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な４

から８までの事業等が記載され

ていること 

「『暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち』の実

現」、「『おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回

復』の実現」の２つの目標達成に必要な事業を

４．から８．において記載している。 

基本計画の実施が設定目標の達

成に相当程度寄与するものであ

ることが合理的に説明されてい

ること 

記載している各種事業の実施が、数値目標の達成

に寄与していることを合理的に説明している。 

【３．中心市街地の活性化の目標】参照 

第 3号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

全ての事業で事業主体は特定されており、４．か

ら８．で、それを記載している。 

事業の実施スケジュールが明確

であること 

全ての事業等は、計画期間の令和 9年度までに完

了もしくは着手できる見込みであり、４．から

８．で、それを記載している。 

 

 

 


